
バイオテロ対策

病原体の
　適正な

取扱いの徹底

感染症患者の
適切な治療と
感染症の予防

第一種病原体等

第二種病原体等

第三種病原体等

第四種病原体等

ᶿᷳḀᶽᶻḂ᷐

᷆ḁ᷶ᶹ᳂᷊Ḋ᷋出血熱ᶽᶻḂ᷐

痘ᶁᵪᶽᶻḂ᷐

南米出血熱ᶽᶻḂ᷐

᷵᳐ḂᷭḂ᷇ᶽᶻḂ᷐

Ḁᷚ᷌ᶽᶻḂ᷐

ᶁᶒ他政令ᶋ定ᶥᶯᶦᶒ

SARS᷊ḄᷡᶽᶻḂ᷐

炭疽菌、野兎病菌、ペスト菌
ボツリヌス菌、ボツリヌス毒素
ᶁᶒ他政令ᶋ定ᶥᶯᶦᶒ

Q熱コクシエラᲾ狂犬病ᶽᶻḂ᷐Ჾ

多剤耐性結核菌（RIF, INHに耐性）
以下政令で定めるもの
᷎᷊᷏᷆᷁ᶻ᷐ᷞ真菌Ჾ᷌Ḃ痘ᶽᶻḂ

᷐Ჾ腎症候性出血熱ᶽᶻḂ᷐Ჾ西部馬

脳炎ᶽᶻḂ᷐Ჾᷗᷢ媒介性脳炎ᶽᶻḂ

᷐Ჾ東部馬脳炎ᶽᶻḂ᷐ᲾᷢᷨᶽᶻḂ

᷐Ჾ日本紅斑熱リケッチアᲾ発疹チ
フスリケッチアᲾᷦḊᷖᶽᶻḂ᷐肺症

候群ᶽᶻḂ᷐ᲾBᶽᶻḂ᷐Ჾ鼻疽菌、
ブルセラ菌Ჾᷰᷤ᷑ᶿḀ馬脳炎ᶽᶻḂ

᷐ᲾᷯḊᷠḀᶽᶻḂ᷐Ჾḁᷬᷟᷧḃ᳐

ᶽᶻḂ᷐Ჾ類鼻疽菌Ჾロッキー山紅
斑熱リケッチア
ᶁᶒ他政令ᶋ定ᶥᶯᶦᶒ

ᶻḊᷬḂᶿḊ᷍ᶽᶻḂ᷐(H2N2) Ჾ黄熱ᶽᶻḂ᷐Ჾ

᷆ḁ᷐ᷮᷟᷴḁ᷏ᶽ᷷Ჾ

結核菌（多剤耐性結核菌を除く。）
コレラ菌Ჾ志賀毒素Ჾ赤痢菌属Ჾチフス菌Ჾ

腸管出血性大腸菌Ჾ

鳥ᶻḊᷬḂᶿḊ᷍ᶽᶻḂ᷐Ჾ

パラチフスAᲾᷴḁ᷁ᶽᶻḂ᷐

以下政令で定めるもの
ᶽᶿ᷐ᷟᷡᶻḂᶽᶻḂ᷐Ჾオウム病クラミジア
ᷞḊ᷇ᶽᶻḂ᷐Ჾ日本脳炎ᶽᶻḂ᷐

ᶁᶒ他政令ᶋ定ᶥᶯᶦᶒ

青色ᶓᲾ細菌Ჾ毒素Ჾᵮᶬᶗ細菌感染症

改正感染症法の基本構造および病原体
の種別と感染症の類別
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一類感染症

二類感染症

第一種病原体等による全感染症

ポリオ、
結核、ジフテリア、

三類感染症

四類感染症

五類感染症

コレラ、細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス、パラチフス

E型肝炎、A型肝炎、黄熱、
Q熱、狂犬病、炭疽、
鳥インフルエンザ、
ボツリヌス症、マラリア、
野兎病
その他政令(次頁)で定めるもの

インフルエンザ、
ウイルス性肝炎(A, E型以外)、
クリプトスポリジウム症、
後天性免疫不全症候群、
性器クラミジア感染症、
梅毒、麻疹、
MRSA感染症
その他省令(次頁)で定めるもの

＋ペスト

重症急性呼吸器症候群
᳗SARS᷊ḄᷡᶽᶻḂ᷐ᶏᶬᶯᶦᶒᶏ限ᶯ᳘

指定感染症（政令で定める）
新型インフルエンザ(H5N1)を指定

蔓延の防止



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成10年12月28日政令第420号）
改正履歴：これ以前の履歴は省略
平成12年６月７日政令第309号
平成15年２月５日政令第35号（第２条、第７条）、施行日：平成15年３月１日
平成15年10月22日政令第459号（第１条、第２条、第７条、第11条）、施行日：平成15年11月５日
平成16年７月９日政令第231号（第２条(5)(6)(7)追加）、施行日：平成16年10月１日
（四類感染症）
第１条  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）第６条第５項の政令で定める感染性の
疾病は、Ｅ型肝炎、ウエストナイル熱、Ａ型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Ｑ熱、狂犬病、高病原性鳥イ
ンフルエンザ、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候生出血熱、炭疽、つつが虫病、デング熱、ニパウイルス感染症、日本紅斑
熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、ブルセラ病、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライ
ム病、リッサウイルス感染症、レジオネラ症及びレプトスピラ症とする。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成10年12月28日厚生省令第99号）
改正履歴：これ以前の履歴は省略
平成13年３月30日厚生労働省令第80号
平成14年10月29日厚生労働省令第140号、施行期日：平成14年11月１日
平成15年10月30日厚生労働省令第167号、施行期日：平成15年11月５日
平成16年９月15日厚生労働省令第128号、施行期日：平成16年10月１日
平成17年７月27日厚生労働省令第124号、施行期日：平成17年９月１日
第１章　５類感染症
（５類感染症）
 第1条  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「法」という。）第６条第 ６
項に規定する厚生省令で定める感染性の疾病は、アメーバ赤痢、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ （高病原性ト
リインフルエンザを除く。）、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸
炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎（ ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く。）、クラミジア肺炎（オウム病を除く。）、クリ
プトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、細菌性髄膜炎、
ジアルジア症、 水痘、髄膜炎菌性髄膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、先天性風
しん症候群、手足口病、伝染性紅斑、突発性発 しん、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシ
ン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、麻 しん、無菌
性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎及び淋菌感染症と
する。


